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登米市教育委員会会議録 

会議の名称 平成２２年第１４回登米市教育委員会１０月定例会議 
開催日時 

 

 

平成２２年１０月２２日（金） 

午後２時００分 開会 
午後３時２１分 閉会 

開催場所 登米市中田庁舎 教育長室 
委員長氏名 委員長 畠山信弘 

出席委員氏名 

 

 

 

 

委員長 畠山信弘 
委員長職務代行者 久保泰宏 
委員 橘智法 
委員 小野寺範子 
教育長 佐藤壽昭 

欠席委員 なし 
傍聴者 なし 

事務局職員氏名 

 

 

 

 

 

教育次長（学校教育担当） 中津川定幸 

教育次長（社会教育担当） 阿部静男 
理事 永浦敬悦 
学校教育課長 伊藤 勉 
生涯学習課長 千葉幸弘 
参事兼教育総務課長 及川一夫 
  

書記 教育総務課 課長補佐 千葉 祐宏 

議題 

 

 

 

 

 

報告第２３号 一般事務報告について 

議案第３０号 平成２３年度登米市教育基本方針について 

  

  

  

  

  

会議結果 

 

報告第２３号 承認 

議案第３０号 決定 
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議題･

発言･

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

及川参事兼

総務課長 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

佐藤教育長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

開会（午後２時００分） 

 教育委員会議の開会を宣言し、本日の議事日程に基づき会議を

開く旨を告げる。 

  

前回会議録の承認を求めます。 

 

（９月２４日の会議録を朗読） 

  

  

 会議録の朗読が終わりました。この内容についてご異議ありま

せんか。 

 

（「なし」の声あり） 

  

 ご異議がないものと認め、朗読のとおり承認することとします。

  

会議録署名委員の指名を行います。 

委員長から指名してよろしいでしょうか。 

 

（「はい」の声あり） 

  

 ご異議がないようですので、２番橘委員、３番小野寺議員にお

願いします。 

  

日程第１、報告第２３号「一般事務報告について」を上程しま

す。「教育長の一般事務報告について」教育長から報告をお願いし

ます。 

 

（一般事務報告について、平成２２年９月２４日から１０月２

１日までの会議・行事の出席状況やその概要などについて、別紙

資料に基づき報告する） 

  

教育長の一般事務報告が終わりました。この件についてご質問

ありませんか。 

  

 ９月定例議会の決算審査特別委員会の中で、教育委員会関係で

特に話題になったことはありますか。 
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佐藤教育長 

 

 

 

 

 

 

久保委員 

 

佐藤教育長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

 

佐藤教育長 

 

及川参事兼

教育総務課

特にはありません。市の事業についての市民アンケート調査

で、教育委員会関係は達成度や満足度が高いという評価結果が出

ています。 

決算は不認定となったので、新年度予算はしっかりとしたもの

を作らなければならないと思います。前年度踏襲ではいけないと

いうことを指示しています。 

 

 １０月３日の「日中友好のつどい」はどのような内容ですか。

 

日中友好協会という協会があり、以前から実施されているよう

です。内容は、中国から来て働いている人たちの慰労会と送別会

が主なものです。 

 

その他、ご質問はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

ご質問がないようですので、報告第２３号「一般事務報告につ

いて」は、報告のとおり承認することにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

ご異議がないようですので、日程第１、報告第２３号「一般事

務報告について」は、報告のとおり承認することとします。 

 

暫時休憩します。 

 

（午後２時２５分から午後２時３０分まで休憩） 

 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

日程第２、議案第３０号「登米市教育基本方針について」を上

程します。 

説明を求めます。 

  

（議案を朗読） 

 

（議案内容を別紙資料に基づき説明） 
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長 

 

畠山委員長 

 

 

橘委員 

 

 

 

 

佐藤教育長 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

伊藤学校教

育課長 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

佐藤教育長 

 

久保委員 

 

 

 

 

 

伊藤学校教

育課長 

 

 

 

 

説明が終わりました。議案第３０号「登米市教育基本方針につ

いて」について、ご質問ありませんか。 

 

（文中の番号、及び新旧対照表の表記の誤りについて指摘あり、

修正することとする） 

３ページの（２）「生徒指導の充実」とありますが、この場合の

生徒とは児童も含まれるのでしょうか。 

 

生徒指導と表記されていますが、対象は児童と生徒両方含まれ

ます。 

 

４ページ（５）の④「総合型地域スポーツクラブへの積極的な

参加」とありますが、子どもたちの参加を促すということで「参

加促進」という文言のほうがいいのではないでしょうか。 

 

ご指摘のとおり、学校教育についての内容ですので、最後の部

分を「参加促進」と致します。 

 

表記も、「である」体から「です」「ます」体と丁寧になり、市

民目線になりました。基本方針で「市民の自立を目指します」と

改まったので、一ランク向上したという感じがします。運用の中

でお願いしたいと思います。 

 

幼稚園教育で「極小規模」という用語はあるのですか。 

 

聞き慣れない言葉だと思いますが、本来、用語としてあります。

 

４ページ（５）学校教育、保健安全教育で④「総合型地域スポ

ーツクラブへの積極的な参加」とありますが、先般行われた第１

回登米市駅伝競走大会では、積極的に参加した中学校もあれば、

参加しない中学校もありました。どのように参加要請をしている

のでしょうか。 

 

校長会議で校長先生に依頼しておりますし、生涯学習課で各中

学校を訪問し、趣旨を説明して参加を募りました。しかし、県の

中学校駅伝大会や新人大会も同時期だったこともあり、今回は参

加できなかった中学校もあったようです。来年度以降は、前もっ
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佐藤教育長 

 

 

 

久保委員 

 

 

佐藤教育長 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

佐藤教育長 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

畠山委員長 

 

 

て計画的に各学校に周知して、参加をさらに募っていきたいと思

います。 

 

中学校間で温度差があったようです。同じ条件の中でも、参加

している中学校もあるので、来年度は参加するよう呼びかけてい

きたいと思います。 

 

中学校部門がせっかくあるのですから、参加してほしかったと

思いました。 

 

ご指摘のとおりです。 

 

この方針が、お題目に終わらないように、各事業の実績を検証

し、次に生かすとともに、各管理職の皆さんは、改正部分を所属

部署に周知し、成果を上げるように努めていただきたいと思いま

す。 

 

ご指摘は、そのとおりだと受け止めております。方針が変わり

ましたので、予算も、事業内容も変わることになります。自立と

いう言葉が入ったことによる事業の立ち上げや見直しなどを、手

順を踏んで進める必要がありますので、そういう認識をするよう

指示してまいります。 

 

そのほか、質問はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

ご質問がないようですので、議案第３０号「登米市教育基本方

針について」は、原案のとおり決定することにご異議ありません

か。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

ご異議がないようですので、日程第２、議案第３０号「登米市

教育基本方針について」は、原案のとおり決定することとします。

 

次回の会議の日程は、１１月１６日（火）午後２時から行うこ

とにご異議ありませんか。 
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畠山委員長 

 

 

 

 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

ご異議がないようですので、次回の会議の日程は、１１月１６

日（火）午後２時から行うことに決定することにします。 

 

 

閉会（午後３時２１分） 

 

 

 

 


